
■土地は誰の財産か？■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 224 号 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mail と Facebook で松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. ブログから：土地は誰の財産か？ 

 

8 月 17 日、いよいよ地主の学校が開講し、東京・千葉・埼玉から 5 名の受講者が集まった。 

先回のブログで予告したとおり、第 1 回はこの講座の全体を紹介したのだが、それは僕自身の最終チェックでも

あった。 

その結果、カリキュラムの順番を変更し、土地について考えることから始めることにした。 

当初はまず地主の「主」について説明し、世界の見物人でなく、当事者としての生き方に関する僕の提案から話

そうと思っていた。 

だが実際に話してみると、提案の後にその理由を説明するより、まずは理由説明＝問題提起から始めるべきだと

思えてきた。 

いや正確には、話しているうちに僕自身の問題意識の核心が見えてきたと言った方がいいだろう。 

そこで今日は、次回の予告を兼ねて、土地についての話をしたい。 

地主の学校が目指すのは、あくまで「土地の法人所有」なので、ここでは「所有対象としての土地」について話

したい。 

・ 

そもそも土地とは、地球上で暮らす人間たちの縄張りのことだが、文明の発達とともに人々が社会を形成し、そ

の縄張り全体を支配する者が現れた。 

支配者は戦争や調略など力づくで縄張りを広げ守ったが、その縄張りは土地ではなく領地と呼ばれる。 

土地とは、あくまで支配者が領民に分け与える領地の一部のことであり、それを所有権と呼ぶようになった。 

日本では平安時代に、新たに開墾した土地の所有権を与える荘園制度が生まれ、土地の個人所有が始まったと言

われるが、これも所詮領主から与えられる権利であり、領主が攻め滅ぼされてしまえばすべて取り上げられてし

まう権利だった。 

やがて豊臣秀吉の時代に太閤検地が行われ、全国の土地登記簿の元が出来上がった。 



この時、農地を耕作するものに所有権が与えられたが、あくまでこれは年貢を確実に取り立てるためであり「所

有権＝年軍の割り当て」だったと言える。 

土地登記を管理する「公図」の原型も、このころに出来上がったようだ。 

・ 

そして明治時代を迎えると、年貢制は廃止され、土地には地租（後の固定資産税）が課税され、土地所有者は納

税者となる。 

これまで通りに米を作り、それを売って納税するだけでなく、土地を貸して賃料を稼いだり、事業を起こして設

けたり、売却することで利益を得ることもできるようになった。 

そのため、土地を開発したり道路を通したり売却するたびに分割され、それに伴い分割登記が繰り返され、そし

て現在すべての土地所有は、この登記によって行われている。 

考えてみれば、土地分割すべての原因は、所有権やそれに伴う抵当や差し押さえなどを新たに登記するためなの

だから、「土地＝所有権」となるのは当然のことだ。 

そして、細かく複雑に変化していった公図が、その実情をよく表している。 

・ 

僕は地主の学校の講義で紹介した「この公図」を見て、問題の核心に気が付いた。 

僕の問題提起は、まさにこの細切れになった土地所有権の更なる細分化が止まらないことだ。 

まず、細分化が進む最大の要因は相続による法定相続人への分配だ。 

そして、相続税を払うための更なる分割や売却だ。 

また、売却も多くの場合更なる細分化が待ち受けている。 

たとえ細分化した土地を集約する再開発も、ほとんどの場合細切れにして分譲するのが実情だ。 

所有権の細分化は、制約ばかりを生み出して、その自由を奪うばかりだ。 

巨大なタワーマンションの数百に区分された所有権には、転売の自由くらいしか残っていない。 

・ 

年貢から地租を経た現在の固定資産税は、課税標準額が 30 万円以上のすべての土地に課税される。 

固定資産税の滞納があれば、自治体が所有権を差し押さえ、競売することで回収する。 

つまり、日本の土地所有とは、固定資産税という賃料で所有権を賃貸しているに過ぎない。 

その上土地は永久不変の資産なので、個人は相続のたびに何度でも繰り返し課税される。 

長男だけが財産を引き継いだ封建社会から、すべての子どもたちに財産を分ける相続制度は、たしかに民主化を

進めたと思う。 

だが、相続と売却を繰り返す「土地所有の個人化」は、いったい何をもたらすのか？ 

僕には、地域社会の衰退と滅亡しかイメージできない。 

・ 

僕はこれまで、「日本は世界で最も強い土地所有権を国民に与える国」と思っていた。 

だが今日からは、「日本はすべてを国民個人任せにする無責任な大家」と考え直すことにした。 

だが、政府が日本の大家なら、その大家の雇い主は僕ら国民だ。 

僕の提唱する土地所有法人は、無責任な日本から永久に土地を借り受けて、固定資産税という家賃を払う「地域

経営の担い手」を目指したい。 

というわけで、、、地主の学校②は、土地や建物の所有について、現状とその問題点を考える。 

 

http://nanoni.co.jp/20190818/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 



 

2. 今週のトピックス：8/25 名栗の森で沢遊び 

 

名栗の森を流れる白谷沢は、沢遊びの超穴場。 

苔むした岩に抱き着きながら、小さな滝の上り下りは、小さな自然の大冒険です。 

８月の例会は山荘に集合したらすぐに森に向かい、沢辺でくつろぎながら沢遊びを楽しみます。 

もちろん、「森人間コンテスト 2019」の現地見学会も兼ねていますので、参加ご希望の方は参加ボタンをポチッ

と押して、コメントもお書き添えください。 

 

■８月例会＋現地見学会⑧ 

https://www.facebook.com/events/361394231194714 

日時：8/25(日) 10:00～14:00 

会場：保全山荘・名栗の森 

費用：会員及び同伴者と森人間エントリー者は無料、一般 2,500 円 どなたでも参加できます。 

･･････････ 

内容：（参加者が確定したら、再調整します） 

10:00 保全山荘に集合後、相乗りして森に向かう 

10:30 辻村神社のメンテナンスの後、沢のほとりへ  

11:00 沢辺のカフェ＋沢登り 弁当でランチ 

14:00 辻村山荘に戻り、後片付け・解散 

 

名栗の森オーナーシップクラブ 

http://land-resource.org/naguri/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今後の予定：今週・来週以降 

 

凡例 ○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 

   ◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 

   ●同行可能：僕の訪問先にお連れします。 

   ★参加可能：あなたも参加可能なイベント。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（月）08/19 〇12-18 時 面談可（笑恵館） 

（火）08/20 〇作業日 終日面談可（青葉台） 

14-16 時 ●UST・MTG（駒場） 

（水）08/21 〇作業日 17 時以降面談可（青葉台） 

（木）08/22 〇13-18 時 面談可（笑恵館） 

17-19 時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

（金）08/23 〇10-18 時 面談可（笑恵館） 

（土）08/24 〇10-18 時 面談可（笑恵館） 

10-18 時 ★地主の学校②、まつむら塾（笑恵館） 



（日）08/25 ◎休業日・終日面談可（飯能） 

10-14 時 ★名栗の森オーナーシップクラブ 8 月例会（名栗） 

 

■その後のイベント 

08/31 ★地主の学校・まつむら塾（笑恵館） 

09/12 ★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

09/12 ★笑恵館クラブ運営会議 

09/13 ★カプラー起業交流会（三茶） 

09/19 ★なるほどデイ・持ち寄り食事会（笑恵館） 

09/20 ★地主の学校・初級編 ② 

09/22 ★名栗の森オーナーシップクラブ９月例会（名栗） 

09/26 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

 

松村の予定はこちらで随時公開しています。 

http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. アクセスポイント：問い合わせ先 

 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 

自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

http://shokeikan.com/ 

メール配信をご希望の方はこちら 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe… 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 


